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▶ 発給申請できるのは「輸出者」のみ

申請情報入力の主な留意点

・出航日の入力は必須

・特定原産地証明書に印字される産品名は、原産品
判定済みの産品名称と同一であることが原則

＊ブランド名や型番等を、産品名称の後ろに括弧

書き等で付記することは可能

・未来日のインボイス日付の入力は不可

・Ｌ/Ｃ等で求められても、定められた事項以外の

文言等の証明書への記載は不可

▶特定原産地証明書のイメージの確認

「保存」にすればイメージプレビューで確認可能

▶標準処理日数：２営業日（不備等があれば無期限）
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①
発給申請書入力を
クリックします
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②
新規入力を
クリックします

現在の審査状況
を確認できます

審査が終了すると
手数料額が確認で
きます

「複写」ボタンで過去の案件を
簡単に複写して利用できます

各項目で絞り込み検
索ができます
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③
「協定」と「発給申請
する事務所」を選択し
ます
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発給申請者と輸出者
は自動入力されてい
ますので、内容を確
認してください
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⑥
出航日は必須入力です

④
輸入者の英文社名と英
文住所を入力します
（英文住所は国名必須の協定
が大多数）

⑤
輸送手段の入力方法は協定ご
とに異なりますので画面の注
意事項をよくご確認ください
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⑧
産品情報の入力は別画面
となりますので、ボタン
をクリックします

⑦
第三国インボイスを使用する
場合のみ、発行者の名称と住所
（英文）を入力します
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⑨「原産品一覧選択」ボタン
をクリックすると現在利用で
きる産品の一覧が表示されま
すので、利用産品を選択しま
す ⑪ 数量・単位・インボイス

番号・日付を入力します(未来
のインボイス日付は不可)

⑩判定番号
をクリック

⑫ 原産地証明書に印字される
原産品名を修正する必要がある
場合、こちらで修正できます ⑬ 登録ボタンをクリックすると画面下方

に登録された産品が表示されますので、複
数の産品を証明書に記載する場合は、登録
作業を繰り返し行います。
全ての登録が終了した後は、「戻る」ボタ
ンをクリックします。
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⑭ 荷印・荷物番号／包装数
量・包装形態を入力します

登録した産品情報を確認
してください
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領収書の宛名は変更できます

⑮
内容がよろしければ、
「発給申請」をクリック
します

Copyright 2013 The Japan Chamber of Commerce and Industry. All rights reserved. 36



Copyright 2013 The Japan Chamber of Commerce and Industry. All rights reserved.

発給申請が完了すると受付番号
が付与され、証明書のイメージ
をご覧いただけます
（保存することでもイメージは閲覧可）
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①
交付済の該当案件を
クリックし、発給申請書
参照画面を表示します

②
「再発給」をクリック
します

★「発給申請書入力」画面から交付済みの受付番号を展開してください。★「発給申請書入力」画面から交付済みの受付番号を展開してください。

③
「OK」をクリック
して、再発給申請し
ます
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▶手数料：基本料2,000円＋加算額@500円×産品数

・同じ産品を２１回以上利用：加算額は５０円に

▶日本商工会議所各事務所（全国２１カ所）で

特定原産地証明書を交付
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支払方法 受 取 方 法

現金 窓口 引換書＋発給手数料と引き換え

振込

窓口
発給手数料は事前振込
（事前振込等連絡票を日商・国際部へFAX）

引換書と引き換え

郵送
発給手数料は事前振込
（事前振込等連絡票を日商・国際部へFAX）

郵送料は代引

※その他、一定要件（件数または金額）を満たす場合には、「後日払い」もご利用いた

だけます。
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①
「引換書・受領書印刷」
を押下します

②
受け取りたい
案件にチェック
します

④
ボタンを押下して
引換書／受領書を
印刷します

③
必要に応じて
入力します

★状態が「交付準備完了」のみ印刷可能です。★状態が「交付準備完了」のみ印刷可能です。
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２０１３年１０月現在

日メキシコ協定 2005年 ４月 1日

日マレーシア協定 2006年 ７月 13日

日チリ協定 2007年 9月 3日

日タイ協定 2007年 11月 1日

日インドネシア協定 2008年 7月 1日

日ブルネイ協定 2008年 7月 31日

日アセアン協定 2008年 12月 1日

日フィリピン協定 2008年 12月 11日

日スイス協定 2009年 9月 1日

日ベトナム協定 2009年 10月 1日

日インド協定 2011年 ８月 １日

日ペルー協定 2012年 ３月 １日
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〈発効年月日〉

（注）日シンガポール協定（2002年11月30日発効）は日本商工会議所ではなく、
各地商工会議所が発給機関のため、上記システムの対象外
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保存義務

特定原産地証明書の発給を受けた輸出者や原産品判定依頼を行った生
産者は、特定原産地証明書の発給日から5年間（日ブルネイ協定、日
スイス協定、日アセアン協定、日ベトナム協定の場合は３年）、その
特定原産地証明書に記載された産品の原産性を判断するために用いた
情報や書類を保存しなければなりません。

罰則

違反行為の内容 該当条文 罰金額 

標章の使用制限違反 第３５条 ５０万円以下 

虚偽の申請書又は虚偽の資料の提出 第３６条 ３０万円以下 

原産品でなかったことの通知義務違反 第３７条 ３０万円以下 

原産地証明書の返納義務違反 第３８条 ３０万円以下 
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※「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の
発給等に関する法律」に基づく
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特定原産地証明書 非特恵（一般）原産地証明書

利用目的 特恵関税（EPA税率）の適用 L/C要件、通関etc.

申請方式 電子申請 専用紙にタイピング

発給機関 日本商工会議所 * 各地商工会議所

原産性の確認 協定に基づく原産地規則 関税法を準用

対象国（地域） 協定の締約国 制限なし

*「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、日本商工
会議所は特定原産地証明書の発給機関として経済産業大臣より指定を受けています。
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URL:http://www.jcci.or.jp/international/certificates
-of-origin/epa-douga/annai/index.html

日本商工会議所ＨＰ http://www.jcci.or.jp/
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URL:http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf

日商ウェブサイトEPA特定原産地証明書発給事業
→特定原産地証明書発給申請の手引き
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